
 

 

 ２１太監公示第  １  号  

   

地方自治法第１９９条第２項の規定に基づく行政監査を実施したので、同条第

９項の規定によりその結果を次のとおり公表します。  

 

平成２１年３月４日  

 

             太宰府市監査委員 松下  功  

 

             太宰府市監査委員 安部 啓治  

 

記  

 

第１ 監査の概要  

 １ 監査のテーマ  

    備品の管理及び有効活用について  

 

 ２ 監査の目的  

本市における備品の管理については、「太宰府市会計事務規則」（以下「規

則」という。）により、その適正な管理を図るための規定が定められている。 

備品管理の現状としては、機構改革等による各部局の統廃合、執務室の変

更等により所管変更等が数年続いている。  

そこで、今回の監査は、「規則」第 105 条に規定されている物品のうち備

品の現況について把握するとともに、それらが適正に管理運用され、かつ効

率的に活用されているかを調査、検証し、備品に関する事務の適正な執行に

資することを目的とする。  

 

３ 監査の対象  

  平成 20 年 10 月 31 日現在、本庁舎内事務室において使用若しくは保管し

ている備品及び別棟倉庫に保管している備品。ただし、車両備品は除いた。  
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４ 監査の期間  

  平成 20 年 11 月 28 日から平成 21 年 2 月 19 日まで  

 

５ 監査の方法  

   監査対象部局から関係資料の提出を求め、高額備品（概ね購入価格 10 万

円以上）、寄附備品及び使用頻度が少ない備品等を抽出し、実査及び関係職員

からの説明を受けた。  

 

６ 監査の着眼点  

（１） 備品台帳と現物との整合性はとれているか。  

（「規則」第 108 条、第 109 条、第 113 条、第 114 条）  

①  備品台帳は整備されているか。  

②  備品は現存しているか。  

③  備品ラベルは貼付されているか。  

④  保管の方法、場所は適切か。  

⑤  寄附等により取得した備品は、適正な手続きを行っているか。  

⑥  管理換え手続きは速やかに行っているか。  

⑦  備品の保管に係る管理点検体制は確立されているか。  

（２） 目的に沿った備品の有効活用が図られているか。（｢規則」第 111 条）  

①  破損し修理していない備品はないか。  

②  使用していない備品はないか。  

③  貸付備品は、｢規則｣に沿った手続きにより有効活用が図られている

か。  

（３） 不用決定した備品の処分は適正に行われているか。（「規則」第 115 条） 

①  不用決定後の売却処分は適正に行われているか。  

②  不用決定後の廃棄処分は適正に行われているか。  

 

第２ 監査の結果  

 今回の監査は、備品の管理及び有効活用に関する事務が、法令等の定める  

ところに従って適正に行われているか、監査の着眼点に沿って実施した。  
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  その結果は、以下のとおりであった。なお、その詳細については「別表」  

のとおりである。  

 

１ 備品台帳と現物との整合性について  

平成 20 年 10 月 31 日現在保有備品数 4,800 点のうち、842 点 (17.5％ )の備

品について実査を行った結果、現物不明の備品が 24 点あった。  

また、各課から提出された関係資料によると、所在確認困難な備品が 941

点あった。  

これは、不用決定がされないまま備品を処分したものや、他課へ移管され

ているにも関わらず、管理換えの記録を怠り、備品台帳に登録されたままに

なっていたもの等が考えられる。  

同様に、登録が漏れていると思われる備品も 1,311 点あった。このうち、

備品ラベルが貼付されていない備品と備品ラベルの所属が他課名になってい

る備品で 93.1％を占めていた。  

これは、管理換え等で移管を受けた備品の記録及び備品ラベルの貼替えを

怠り、備品台帳に登録されないまま使用していたもの等が考えられる。  

以上のことから、備品台帳と現物との整合性については、管理換えや廃棄

処分等における備品台帳の整理及び備品の点検が全庁的に軽視されており、

不適正であった。  

   このようなことから、  

① 備品管理の全庁的な統一化を図られたい。  

②  「規則」第 113 条の物品管理者による備品の点検を実施されたい。  

 

 ２ 目的に沿った備品の有効活用について  

破損し使用できない備品は 14 点あったが、保有年数も長く形式が古くな

り、修理のメリットがなくなったものや補修部品がないものなど、大部分は

不用決定すべき備品であった。  

また、機器が古くなったため  使用できない備品は 96 点あったが、ほとん

ど放置されたままであった。  

備品総数 4,800 点のうち、ほとんど使用していない備品 724 点及び時々使
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用している備品 668 点を加えた 1,392 点については、選挙備品等のように使

用頻度に係らず必要なものを除き購入の必要性の検討をはじめ、更なる有効

活用が図られるべきである。  

さらに、貸付を目的とした備品はなかったが、業務に支障がないとして貸

付けられた備品は、貸付簿の内容が不備であったり、貸付簿を備えていない

など、管理が不適正であった。  

このようなことから、  

    ①   備品の有効活用を図るためのシステムづくりを検討されたい。  

②   備品を貸し付ける場合は、「規則」第 111 条の物品貸付簿を備え適正に

管理されたい。  

 

３ 不用決定した備品の適正処分について  

   備品の処分を行うには、まず売却できないか検討し、売却できない理由が

あれば廃棄処分することとなるが、ほとんどの場合、減価償却済みとして売

却は行われておらず、売却できなかった理由も不用決定調書に明記されない

まま廃棄されていた。  

また、不用決定の有無に係らず、倉庫等に放置状態となっている備品も多

数見受けられた。  

   このようなことから、  

① 不用決定した備品の適正で効率的な処分のルール化を図られたい。  

② スペースの有効活用の観点から放置備品の整理を図られたい。  

 

４ その他  

 寄附備品の適正な取得手続きについては、「規則」第 108 条により物品取

得決定書により取得の決定をし、備品台帳に登録しなければならないが、寄

附備品 88 点のうち大半は当該取得の決定がないままに備品台帳に登録され

ていた。  

また、寄附備品の大部分を占めている絵画等は、展示スペースの制約や破

損等により、展示されずに保管されたままになっているものも多数あり、有

効活用がされているとは言い難い。  
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このようなことから、  

① 寄附備品の取得手続きについては、「規則」に沿った事務処理をされたい。 

② 公正かつ適正な寄附採納の基準を検討されたい。  

 

第３ むすび  

備品は、「地方自治法」第 239 条における普通地方公共団体の物品に相当

する財産とされている。また、その管理及び運用の基本原則は、「地方財政法」

第 8 条において、『常に良好の状態においてこれを管理し、その所有の目的

に応じて最も効率的に、これを運用しなければならない。』と定められている。 

  さらに、備品の管理については、平成 21 年度から順次、複式簿記による

公会計制度へ移行することとされており、資産として的確に把握することが

求められている。  

本市における備品は、「規則」での定義付けはされていないが、「予算の算

定基準」において、原則として使用耐用期間が２年以上かつ購入予定価格が

３万円以上のものとされており、その管理及び処分については、「地方自治法」

及び「規則」に定められている。  

なお、「規則」第 109 条では、『備品の保管にあたっては、備品台帳を備え

なければならない。』とされており、備品台帳に記録管理することとなる。  

このような制度に基づき、備品の管理及び有効活用について監査を行った

が、監査の結果の項で述べたとおり不適正な実態が表面化している。  

この背景としては、物品管理者により毎年度 1 回以上の備品の点検が義務

付けられているが、長期間実施されていないこと、機構改革等により頻繁な

備品の移動が行われたこと及び他の業務に比べ備品管理事務が軽視されがち

になっていることなどが考えられる。  

  また、本市の物品管理者は「規則」第 2 条第 1 項第 8 号において、『市長

又は別に定める規定により、物品（占有動産を含む。）の取得管理及び処分す

る権限を委任された者をいう。』と規定されている。  

しかしながら、別に定める規定がないことから、実態的には課長等が行っ

ていると推定されるが、市長部局においては、備品管理事務の責任の所在が

曖昧となっており、当該事務が軽視される一因とも考えられ、規則等の整備
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を図る必要がある。  

このようなことから、  

① 備品管理の責任の所在を明確化するため、物品管理者を特定されたい。 

② 将来的には、備品管理の新たな手法の再構築を検討されたい。  
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